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京丹後市京丹後市

一般型（第19回）・創業型（第3回）公募について

機械金属業部会

丹後労働基準監督署お問合せ TEL：0772-62-1214

令和7年度 京都府最低賃金のお知らせ令和7年度 京都府最低賃金のお知らせ

1,122円

令和8年4月16日（木）

補助率 2/3 （賃上げ特例のうち、赤字事業者は3/4）
補助上限 50万円

インボイス特例 50万円※
賃金引上げ特例 150万円※

2/3
200万円
50万円※
－

類　型 通常枠 創業枠

　小規模事業者持続化補助金（＝持続化補助金）は、小規模事業者が自社の経営を見
直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成したうえで行う販路開拓や生産性
向上の取組を支援する制度です。本補助金は地域の商工会の支援を得て取り組むもの
で、申請にあたり商工会が発行する事業支援計画書（様式４）が必要です。
　まずは商工会の経営支援員にご相談ください。

※本事業の申請は、電子申請システムのみ受付されます。
　電子システムを利用するにはGビスIDのアカウント取得が必要です。

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、
旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費

申請受付期間

計画書発行締切

補助率・補助上限額

補助対象となる経費

●汎用性が高く目的外使用になりえるもの（自
動車等車両・文房具等・パソコン等）は補助
対象外となります。
●経費の支払いは原則「銀行振込」となり、特
に10万円を超える支払い（一括、分割問わ
ず）については、現金支払いの場合、補助対
象外となります。
●相殺や小切手、商品券等による支払いは、
補助対象外となります。
●クレジットカード払いは、申請事業者の名義
であり、補助事業期間内に引き落としが完
了しているものに限ります。

主な注意事項

小規模事業者持続化補助金

※事業支援計画書（様式4）発行には、時間を要しますので、余裕をもってご相談ください。

●100万円（税込）を超える支払いは、2社以
上の見積もりが必要です。中古品の購入に
ついては、金額に関わらず、すべて、２社以
上からの見積が必須となります。

令和8年3月6日（金）～令和8年4月30日（木）午後5時（予定）

詳細はこちら （京丹後市商工会HP)

※一定要件を満たした場合、補助上限に上乗せ。

補助対象者

補助対象事業

補助率

上　限 500万円

重 点 支 援 業 種 ※ そ の 他 の 業 種

募集期間

申込方法

募集内容

必要書類を郵送により提出

提出・お問合せ （公財）京都産業21　企画総務部　事業成長支援担当
TEL：075-315-8935

令和8年2月4日㈬ ～ 令和8年3月16日㈪ 
中小企業者の持続的な賃上げの実現に向けた取組を支援します。

京都府中小企業賃上げ実現
緊急支援事業費補助金

以下のすべての要件を満たす中小事業者
①京都府内に事業所を有するもの
②「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行う者
③令和8年2月1日から同年8月31日の間に下記の賃上げを行う者

持続的な賃上げにつながる高収益ビジネスモデルへの転換や、価格転嫁
に向けたコンサルティング、機器・設備の導入に要する経費

事業場内最低賃金について、令和8
年1月と比較し4.3％以上の引き上
げを実施するもの

給与支給総額について、令和8年1
月と比較し3.4％以上の引き上げを
実施するもの

中小企業者：1/2
小規模企業者：2/3

中小企業者：2/3
小規模企業者：3/4

※重点支援業種  ＝「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」
「サービス業（他に分類されないもの）」

地域別
最低賃金

特 定
最低賃金

京都府最低賃金 令和７年１１月２１日

1,136円

1,122円

電気機械器具製造業 令和8年１月24日

令和７年１１月２１日

最低賃金の件名 時　間　額 発効年月日

京都府最低賃金を
上回っていないこと
から、京都府最低賃
金が適用されます。

金属製品製造業
はん用・生産用・
業務用機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
各種商品小売業
自動車（新車）小売業

ご家族、お仲間、お友達と会場へGO!

●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイトも含む）と労働
者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手
当、賞与等は除外します。
●特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に
　該当する事業場の「基幹的労働者」に適用されます。
●賃金引上げに向けた生産性向上のための支援策をご活用ください。

詳しくはこちら ➡　

　2月10日、丹後機械工業協同組合様と共催で「忙しいのに
通帳にお金がないを終わらせる！アワーレートで見直す製造業
の資金繰りと正しい節税」セミナーを開催しました。
　講師に永田会計事務所の永田健税理士をお招きし、製造業
特有の「利益は出ているのに現金が残らない」という構造的な
課題を解決し、強い財務体質へ変革するための学習をしました。
　永田氏からは、決算書を人間に例えた（PL＝代謝、BS＝骨格、CF＝血流）分かりやすい
解説に加え、黒字でも資金が減るメカニズムについて、借入返済や在庫増加の影響を交
えて解説していただきました。また、改善策として資金のズレを可視化する重要性や、人
口減少・世界情勢が製造業に与える影響についても学びました。
　参加者からは「世界情勢や政治を含めて、これからの製造業の在り方が分かった」「製
品価格や、決算書の見るべきポイントが整理できた」といった感想が寄せられ、自社の経
営を数字で捉え直す大変有意義な時間となりました。

シーズン終了までの全試合が対象です
3月11日水、3月14日土、15日日
4月  1日水、4月  8日水
4月18日土、19日日
4月25日土、26日日

3月11日水、3月14日土、15日日
4月  1日水、4月  8日水
4月18日土、19日日
4月25日土、26日日

入場料無料

詳細、申込方法は、
商工会HPを　
ご確認ください。

事業報告
製造業の資金繰りセミナー

一般型 創業型

詳細はこちら （京丹後市商工会HP)



 

1月
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▲ 28.6
▲ 42.9
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▲ 64.3

▲ 7.1
▲ 14.3
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▲ 7.1
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▲ 50.0
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▲ 33.3
▲ 33.3
▲ 13.3
▲ 33.3

産 業 全 体

機械金属業

建  設  業

観  光  業

織  物  業

工　　業

商　　業

サービス業

◎市内事業所（約100社程度）を、ヒアリングした景気動向結果を指標化し、「D.I」値としています。

業種
売上高
採算
資金繰り
業況
業種
売上高
採算
資金繰り
業況
業種
売上高
採算
資金繰り
業況
業種
売上高
採算
資金繰り
業況

女性部員募集中!
私たちと共に、女性部の活動に
参加しませんか？

商工会女性部事務局
TEL :62 -0342

女性部だより

今後の予定 ： 3月3日（火）　AI・SNS講習会

で手に入れよう

経営発達支援計画 令和7年度　伴走型小規模事業支援推進事業

地域経済動向調査『D.I』報告

　令和7年12月24日（水）、サンタの宅配事業を開催
いたしました。
　本事業では、サンタクロースに扮した青年部員が
各町を巡りました。玄関先に登場したサンタに目を輝
かせる子どもたちの姿が見られ、驚きと喜びに満ち
た笑顔があふれるなど、地域全体が温かな雰囲気に
包まれる一日となりました。本事業を通じて、子ども
たちに夢と笑顔を届けるとともに、地域の絆を改め
て感じることができ、大変意義のある事業となりま
した。今後も地域の未来を担う子どもたちの笑顔に
つながる取り組みを継続してまいりますので、引き続
きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　令和8年1月24日（土）に丹後文化会館にて開催を予定しておりました「響丹後～
Winter Smile Festa～」につきましては、前日から当日にかけての大雪の影響を受け、
来場者および関係者の安全を最優先に考慮した結果、やむを得ず開催を中止する判断
となりました。ご来場を楽しみにしていただいていた皆さま、ならびに開催に向けてご
協力いただいた関係者の皆さまには、心よりお詫び申し上げます。今後も地域の皆さま
に笑顔とにぎわいをお届けできるよう、引き続きさまざまな事業・企画に取り組んでま
いります。何卒ご理解を賜りますとともに、変わらぬご支援・ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

若手事業者募集中若手事業者募集中若手事業者募集中
申込・詳細は 京丹後市商工会

青年部事務局まで
TEL:0772-62-0342

織物技術指導について

●支払日が令和8年2月28日以前の申請は3月3日（火）で受付を終了しますの
で、支払いが終わり次第速やかに提出ください。
●3月4日以降の受付分につきましては、次年度支払いとなります。

税務署では、マイナンバーカードを利用したスマホ申告を推奨しています

　兵庫県　朝来市商工会女性部の皆様にお越しいただ
きました。当日は商工会久美浜支所にてこまねこの絵
付け体験を楽しんでいただき、豪商稲葉本家・西陣織あ
さぎ美術館丹後館の見学、うみのうた・木下酒造でのお
買い物をご案内しました。
　体験のサポートや堅木屋でのお食事を通して交流を深める事ができ、京丹後市の魅
力もたくさんお伝えすることができました。

地域福祉協力事業

おもてなし交流事業

　峰山町にある特別養護老人ホーム「はごろも苑」
に、女性部を代表し山内部長、福田副部長、巽副部
長が訪問し、フェイスタオル100枚、バスタオル3
枚を入居者の皆さんへおやつを添えて寄付しました。
　今年度も皆様のご協力により本事業を行うことが
できました。ありがとうございました。

1/20火

2/16月

令和７年分　確定申告のお知らせ令和７年分　確定申告のお知らせ

お知らせ

※利用期限を過ぎると、
　商品券の残高（購入分＋プレミアム分）は
　全額失効します。換金・返金はできません。

令和8年 3月15日（日）まで
利用期限

京丹後デジタルポイント運営協議会問い合わせ先 TEL：0772-69-0440　MAIL:shokoshinko@city.kyotango.lg.jp

京丹後デジタルポイント
プレミアム付

デジタル商品券デジタル商品券

アプリの　
インストールは　
こちらから➡

アプリをインストールするとさらに
便利にご利用いただけます！！

青年部通信
2025サンタの宅配事業開催

響丹後～Winter Smile Festa～大雪のため中止

令和7年度　織物技術指導助成金の申請については、

3月3日（火）で受付を終了させていただきます。

「国税庁ホームページ」へアクセス　⇒　確定申告書等作成コーナー

スマホやパソコンで
ご自宅から申告ができます

 令和７年分確定申告特集「動画で見る確定申告」

動画でe-Taxで送信する
方法をご案内しています

〒６６１－８５２１　尼崎市若王寺３丁目11番46号
　　　　　　　大阪国税局業務センター阪神分室

申告書等の郵送先
申告書や申請書等を郵送等により提出する場合、郵送先は下記のとおり
お願いします。

峰山税務署 個人課税部門 ☎0772-62-0460 ㈹ 音声案内にしたがって、
「２」を選択してください。

確定申告会場への来場をお考えの方へ
確定申告会場の相談受付時間を「9:00～15:00」に変更します

土地等譲渡所得、贈与税の相談は、相談日をご確認ください

●確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です（作成済申告書の
提出のみの場合、不要）。

●入場整理券はＬＩＮＥによるオンライン事前予約と峰山税務署での当日配付
により入手が可能です。

●入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
●相談受付時間は15:00までとなっておりますので、時間に余裕をもってご
来場ください。

土地等譲渡所得、贈与税の相談は、次表の「◎」の記載がある日にお越しください。

ご好評につきご好評につき

完売しました!!完売しました!!
利用期限にご注意ください！！！

たくさんの方に購入いただき
ありがとうございました。


